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(３)出向を行う場合の計画届 

ア 計画届の内容 

出向を行って本助成金の支給を受けるためには、支給の対象となる出向の内容を事前に都道府

県労働局またはハローワークへ届け出ることが必要であり、「出向実施計画(変更)届」（様式第

２号(１)）に下記４(２)（p.26）の書類を添付して提出して下さい。 

 

イ 計画届の対象と提出期日 

計画届の提出は「支給対象期」（第Ⅰ部２(４)イ（p.６））ごとに行います。 

提出の期日は、「支給対象期」の初日の前日までです。ただし初回の届出の場合は、「支給対象期」

の初日の２週間前までをめどに提出することをお願いします。（※） 

※郵送等により提出する場合も、締切日必着です。送付先の労働局またはハローワークへ届いたこ

とを架電等にてご確認ください。（郵送事故防止のため、簡易書留など配達の記録が残る方法で提

出をお願いいたします。） 

※なお、提出期日の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が締切日となります。 

※ただし、前述のとおり、計画届の提出日が令和６年３月31日までの間である場合、事前に届 

出があったとみなしますので令和６年１月１日以降に開始した出向について事後提出が可能です。 

 

(４)出向を行う場合の変更届 

ア 変更届の内容 

既に提出した「出向実施計画(変更)届」の内容に変更があった場合、「出向実施計画(変更)

届」を変更届として用い、下記４(２)（p.26）の書類を添付して提出して下さい。 

なお、出向元事業所の事務担当者職・氏名や出向予定者の変更、又は出向実施予定期間の短縮

の場合は変更届の提出を省略できます。 

 

イ 提出の期日 

変更する出向の実施日前までに提出することが必要です。 

なお、提出期限の末日が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が締切日となります。 

※提出日が令和６年３月31日までの間である場合は事後提出が可能です。 

 

ウ 提出の方法 

郵送等により変更届を送付し、届いたことを電話等で確認していただく方法でも提出が可能で

す。（郵送事故防止のため、簡易書留など配達の記録が残る方法で提出をお願いいたします。） 
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４ 計画届に必要な書類 
 

計画届に必要な書類は以下のとおりです。本助成金を受給しようとする事業主は、これらの書類を整

備・保管し、計画届の提出に当たって労働局等に提出するとともに、労働局等から提出を求められた場

合にそれに応じて速やかに提出することが必要です。生産指標の確認のための書類など、原本がある書

類は、申請用に作成したものではなく、原本を複写したものを提出してください。出向を行う場合、出

向先事業所の分については、出向先事業主に協力を求めて提出してください。

なお、提出した書類は支給決定されたときから５年間保存しなければなりません。 

※P55に提出書類のチェックリストを掲載していますので以下参照の上ご利用ください。 

 

 (１) 休業等を行う場合の計画届（変更届）に必要な書類 

 

 

 

● 毎回（変更届の場合も）提出する書類 

◎ 初回に提出するとともに、失効した場合に改めて提出する書類 

○ 初回の提出のみでよい書類 

 

(*1) 様式第1号(3)と様式第5号(3)は共用様式。 

(*2) 休業と教育訓練の両方を実施する場合において、休業に係る計画の分についても教育訓練の分と合わせて

任意で提出することができます。 

(*3) 計画の変更届の場合、計画の範囲内で訓練を縮小する場合であっても、変更の都度、提出が必要です。 

 

ア 確認書類(1)（労働組合等との協定書） 

①  雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

休業を実施する場合は「休業協定書」、教育訓練を実施する場合は「教育訓練協定書」。いず

れの場合も p.26に示す事項が記載されていることが必要です。なお、休業と教育訓練の両方を

実施する場合の書類名は「休業等協定書」として一つにまとめることが可能です。 

※令和６年能登半島地震の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難である事業主

は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。 

② 労働者代表の確認のための書類 

労働組合等との協定書に署名又は記名した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者

の過半数を代表する者であることを確認するための書類。 

※労働者の代表が休業実績等実績一覧表に署名又は記名することにより代替可能です。 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 

(ｲ) 労働組合がない場合 

「労働者代表選任書」などの書類（労働者代表及び労働者により署名又は記名されたもの。） 

書類の種類 
提出時期 

記載例 
休業 教育訓練 

様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届 ● ● p.36 

様式能特第1号(2) 
雇用調整実施事業所の事業活動

の状況に関する申出書 
○  ○  p.38 

様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表(*1) (*2) ●(*3) p.39 

確認書類(1) 休業協定書・教育訓練協定書 ◎  ◎  p.40、41 

確認書類(2) 事業所の状況に関する書類 ○  ○   

確認書類(3) 教育訓練の内容に関する書類  ●   
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イ 確認書類(2)（事業所の状況に関する書類） 

① 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類 

a 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「法人税確定申告書」などの書類 

b 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織図」などの書類 

② 生産指標の確認のための書類 

支給対象期間または支給対象期の初日が属する月、その前月または前々月の売上高、生産高又

は出荷高を確認できる「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類 

③ 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 

a 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等や、賃金締切日等の

賃金制度の規定を確認できる「就業規則」、「給与規定」、「年間休日カレンダー」、「シフ

ト表」、「労働契約書」、「労働条件通知書」などの書類 

b 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労働時間制又は裁量労働

制をとっている場合は、aに加えて、そのことに関する労働組合等との協定書（企画業務型裁

量労働制の場合は労使委員会の決議書）又はその監督署へ届け出た際の届出書の写し 

 

ウ 確認書類(3)（教育訓練の内容に関する書類） 

① 通常の教育訓練の確認のための書類 

通常実施している教育訓練の内容を確認できる「就業規則」などの書類 

② 雇用調整としての教育訓練の確認のための書類 

雇用調整の方法として行う教育訓練の内容を確認できる書類。ただし、２回目以降の届出の場

合は、前回の計画届（写）に代えることが可能。 

(ｱ) 事業所内訓練の場合 

a教育訓練の計画内容（対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等）を確認できる書類 

b 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認できる書

類 

c 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる「職務経歴書」

などの書類 

(ｲ) 事業所外訓練の場合 

a 実施主体、対象者、科目、カリキュラム及び期間を確認できる書類 

b 受講料の支払いを証明する書類（受講料が支払われない場合は除く） 
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労働組合等と締結する「休業協定書」などに必要な記載事項 

「休業協定書」には次の(1)～(3)(8)、「教育訓練協定書」又は「休業等協定書」（休業と教育訓練の両方に関する協定書）

には(1)～(8)の全部について記載する必要があります。（記載例 p.40、41） 

 

(1) 休業・教育訓練の実施予定時期・日数等 

休業・教育訓練を実施する予定の時期（始期及び終期）、及びその間の休業・教育訓練の別の日数等 

(2) 休業・教育訓練の時間数 

休業の場合は原則として一日の所定労働時間（又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻）。教育訓練の場合は

一日の訓練時間（又はその時間に対応する訓練開始時刻と終了時刻）。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよ

い。労働者１人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記する。 

(3) 休業・教育訓練の対象となる労働者の範囲及び人数 

休業・教育訓練の期間内において当該休業・教育訓練を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等におい

て休業・教育訓練の対象となる労働者の人数（確定していればその確定数、未確定であればその概数） 

(4) 教育訓練の主体 

雇用調整を行う事業主自体が行う（外部講師を活用する場合を含む）「事業所内訓練」か、外部訓練機関へ委託し

て行う「事業所外訓練」かがわかるように記載する。 

(5) 教育訓練の内容 

当該教育訓練（研修）の科目又はカリキュラム、及び学科・実技の別 

(6) 教育訓練の実施施設 

実際に教育訓練を行う訓練施設や会議室等を特定できるように記載する。特に事業所の外にある場合はその名称

及び所在地を記載する。 

(7) 教育訓練の指導員（講師）の所属・役職・氏名 

(8) 休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準 

※休業手当の額が、労働基準法第２６条（平均賃金の６割以上）に違反していないものであることが必要。また 

教育訓練中の賃金額を通常の賃金の 100％未満とする場合は、労働契約又は就業規則において支給割合等の規定 

を行うものとする。 

  ※使用する時間単価や日単価などできるだけ詳細に記載すること。 

 

 

(２)出向を行う場合の計画届（変更届）に必要な書類 

 ● 毎回（変更届の場合も）提出する書類 

 ◎ 初回に提出した後は、変更があった場合に提出する書類（出向協定書については失効した場合に改めて 

提出する） 

 ○ 初回の提出のみでよい書類 

(*1) 様式第1号(4)と様式第2号(3)は共用様式 

 
 
 

書類の種類 提出時期 記載例 

様式第2号(1) 出向等実施計画(変更)届 ● p.46 

様式能特第1号(2) 
雇用調整実施事業所の事業活動の状況

に関する申出書 
○ p.38 

確認書類(1) 出向協定書 ◎ p.47 

確認書類(2) 事業所の状況に関する書類 ○  

確認書類(3) 出向契約に関する書類 ◎  
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ア 確認書類(1)（労働組合等との協定書） 

①  雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

「出向協定書」（p.28に示す事項が記載されていることが必要） 

※令和６年能登半島地震の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難である事業主は、

労働組合等との確約書等でも代替可能です。 

 

イ 確認書類(2)（事業所の状況に関する書類） 

 （上記４（１）イに同じ）  

 

ウ 確認書類(3)（出向契約に関する書類） 

①  出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約書 

「出向契約書」（p.28に示す事項が盛り込まれていること） 

② 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類 

各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確認できる、様式任意の本人署

名の「同意書」 

③ 出向先事業所の確認のための書類 

出向先事業主の概況や、出向元事業主のとの間で資本的・経済的・組織的に独立していること

が確認できる、出向先事業主の「会社案内パンフレット」「定款」「株主名簿」などの書類 
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労働組合等と締結する「出向協定書」に必要な記載事項 

「出向協定書」は次の(1)～(4)について記載する必要があります。（記載例 p.47） 

(1) 出向先の事業所の名称、所在地、事業の種類及び事業主の氏名（法人の場合は代表者の氏名） 

(2) 出向実施予定時期・期間 

出向を実施する予定の時期（始期及び終期）とその期間（年月数）について定める。 

出向労働者が複数おり時期・期間のパターンが複数ある場合や、協定の締結段階で具体的な出向労働者が未確定で

あるなどの理由で時期・期間を確定できない場合は、時期・期間の最大幅及びその範囲内での各出向労働者の予定期

間（１年以内に限る）を定めることも可能。 

(3) 出向期間中及び出向終了後の処遇 

a 出向の形態と雇用関係 

出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の従業員たる地位を保有し

つつ、出向先事業所において勤務する形態（その場合、出向元事業所においては出向期間中、休職扱いとすること

が定められているものに限る。）のいずれであるかを定める。 

b 出向期間中の賃金 

出向期間中の賃金額の決定方法と出向前に比べた水準、賃金の支払者等、出向労働者の立場からみて必要とな

る、賃金に係る事項を定める。 

c 出向期間中のその他の労働条件 

d 出向期間中の雇用保険の適用 

出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を、出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを定める。 

e 出向終了後の処遇 

出向労働者が復帰した際の職務や賃金等について定める。 

(4) 出向労働者の範囲及び人数 

出向労働者の範囲については、出向元事業所の労働者のうち出向労働者となりうる者の所属する部署・部門又は役

職等を定める。また出向労働者の人数については、出向労働者が確定していればその確定数、未確定であればその

概数を定める。 

 

出向先事業主と締結する「出向協定書」に必要な記載事項 

 「出向契約書」は次の(1)～(4)について記載する必要があります。 

(1) 出向元事業所及び出向先事業所の名称及び所在地 

(2) 出向労働者ごとの出向実施時期・期間 

出向を実施する時期（開始日及び末日）とその期間（年月数）について、出向労働者ごとに定める。 

(3) 出向中の処遇 

a 出向の形態と雇用関係 

出向先事業所の労働者として一時的に雇い入れられる形態のものか、出向元事業所の従業員たる地位を保有し

つつ、出向先事業所において勤務する形態（その場合、出向元事業所においては出向期間中休職扱いとすることが

定められているものに限る。）のいずれかであるかを明確化する。 

b 出向期間中の賃金 

賃金の支払者、支払方法その他賃金に関する事項 

c 出向期間中のその他の労働条件 

d 出向期間中の雇用保険の適用

出向労働者の出向期間中の雇用保険の適用を出向元事業所と出向先事業所のいずれで行うかを規定する。 

(4) 出向元事業主及び出向先事業主の間の賃金の負担・補助 

出向期間中の出向労働者の賃金については、出向元事業主と出向先事業主の間で負担する必要があり、当該負担の

考え方、負担額の算定方法等について規定する。さらに両事業主の間で賃金補助を行う場合は、当該補助の考え方、

補助額の算定の方法、補助額の支払いの方法・時期等について規定する。 
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支給申請に必要な書類は以下のとおりです。本助成金を受給しようとする事業主は、これらの書類を

整備・保管し、支給申請に当たって労働局等に提出するとともに、労働局等から提出を求められた場合

にそれに応じて速やかに提出することが必要です。労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類

など、原本がある書類は、申請用に作成したものではなく、原本を複写したものを提出してください。 

出向を行う場合、出向先事業所の分については、出向先事業主に協力を求めて提出して下さい。 

なお、提出した書類は支給決定されたときから５年間保存しなければなりません。 

 

(１)休業等を行った場合の支給申請 

ア 申請の内容 

行った休業等（休業又は教育訓練）について本助成金の支給申請を行うためには、「支給申請

書（休業等）」（様式能特第５号(１)）に下記６(１)（p.30）の書類を添付して都道府県労働局

又はハローワークへ提出してください。 

 

イ 申請の期日 

支給申請は「支給対象期間」（第Ⅰ部２(４)ア（p.６））ごとに行います。 

申請の期日は、「支給対象期間」の末日の翌日から２か月以内です（例：支給対象期間が2/16～

3/15の場合、支給申請の期限は3/16～5/15となります）。なお、申請の期日の末日が行政機関の休

日である場合は、その翌開庁日が締切日となります。 

郵送等により提出する場合も、締切日必着です。締切日を１日でも過ぎると、支給申請書を受け

付けることができませんのでご注意ください。（郵送事故防止のため、簡易書留など配達の記録が

残る方法で提出をお願いいたします。） 

 

※休業等に係る計画届の提出を行う際、２または３つの連続する判定基礎期間を支給対象期間と 

して選択して提出した場合であっても、支給申請については分割して（新たに支給対象期間とみな 

して）行うことができます。 

（例）令和６年２月１日～４月30日（３つの連続する判定基礎機関）を支給対象期間として計画届を

提出。この場合、令和６年２月１日～４月30日分を必ずまとめて支給申請しなければならないわけ

ではなく、令和６年２月１日～29日の判定基礎期間に係る分など１または２の判定基礎期間に分

割して（新たに支給対象期間とみなして）支給申請ができます。なおこの場合、申請期限について

は新たにみなした当該支給対象期間の末日の翌日から２か月以内ですのでご留意ください。 

 

 (２)出向を行った場合の支給申請 

ア 申請の内容 

行った出向について本助成金の支給申請を行うためには、「支給申請書（出向）」（様式能特

第６号（１））に下記６（２）の書類を添付して都道府県労働局又はハローワークへ提出してく

ださい。 

 

 

５ 支給申請の手続き 



 

30 

 

イ 申請の期日 

支給申請は「支給対象期」（第Ⅰ部２(４)イ（p.６））ごとに行います。 

申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から２か月以内です。なお、申請の期日の末日が行

政機関の休日である場合は、その翌開庁日が締切日となります。 

郵送等により提出する場合も、締切日必着です。締切日を１日でも過ぎると、支給申請書を受け

付けることができませんのでご注意ください。（郵送事故防止のため、簡易書留など配達の記録が

残る方法で提出をお願いいたします。） 

 

６ 支給申請に必要な書類 
 

 

(１) 休業等を行った場合の支給申請に必要な書類 

※P55に提出書類のチェックリストを掲載していますので以下参照の上ご利用ください。 

● 毎回提出する書類 

○ 初回の提出のみでよい書類 

(*1) 様式第1号(3)と様式第5号(3)は共用様式。 

 

ア 確認書類(１)（労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類） 

① 労働日・休日及び休業・教育訓練の実績の確認のための書類 

a 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明確に区分され、日ごと又は時

間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類 

b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、a に加えて、労働者ごとの具体

的な労働日・休日や労働時間を当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」「シフト表」な

どの書類 

② 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類 

休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教育訓練が行われていなかった

時の所定外労働等の時間数とその時間に対応した賃金（時間外等割増賃金を含む）の実績が確認

できる、次の要件を満たす「賃金台帳」などの書類（判定基礎期間を含め前４か月分（賃金や手

当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合は１か月分）） 

・休業日に支払われた休業手当又は教育訓練受講日に支払われた賃金と、通常の労働日に支

書類の種類 
提出時期 

記載例 
休業 教育訓練 

様式能特第5号(1) 支給申請書（休業等） ● ● p.42 

様式能特第5号(2)

の２ 
助成額算定書 ● ● p.44 

様式第5号(3) 
休業・教育訓練実績一覧表及び所定外

労働等の実施状況に関する申出書(*1) 
● ● p.45 

様式第13号 雇用調整助成金支給申請合意書  ●  

共通要領様式第1号 支給要件確認申立書 ● ●  

確認書類(1) 
労働・休日及び休業・教育訓練の実績に

関する書類 
● ●  

確認書類(2) 教育訓練の受講実績に関する書類  ●  
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払われた賃金・手当等が明確に区分されて表示されていること 

・対象労働者の所定外労働等（所定外労働及び休日労働）の時間数が表示されていること 

・対象労働者の所定外労働等の時間数に係る賃金（時間外等割増賃）の額が表示されている 

こと 

 

イ 確認書類(２)（教育訓練の受講実績に関する書類） 

①  各受講者の受講を証明する書類 

受講者本人が回答した「受講者アンケート」や、受講者本人が作成した「受講者レポート」 

などの書類（「出勤簿」はこれに該当しない） 

 

エ その他の書類 

その他、支給申請時に提出が必要な書類ではないものの、審査の過程で労働局の求めに応じて

提出できるよう整備しておくことが必要な書類があります。 

① 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類（写）（給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算

書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類） 

② 給与振込を確認できる書類（写）（現金払いの場合は会社名・金額・労働者の住所及び電話番

号・受領日が明示され、労働者が直筆で氏名を記載した領収証） 

③ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届け（個

人事業主の場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」）、給与支払報告書、住民税額決定通知

書、扶養控除等申告書、源泉徴収簿、源泉徴収票、総勘定元帳、仕訳帳など、納税に関係する

書類 

④ 国税・地方税に係る納税証明書 

⑤ 休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金の額の具体的な算定過程が分かる書類

（算定する際に使用する計算式を含み、使用する時間単価や日単価が分かるもの） 

※休業手当等をどのように算出したか休業協定書や賃金台帳等から読み取れない場合に提出

を求める場合があります。 

 

(２)出向を行った場合の支給申請に必要な書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 毎回提出する書類 

(*1) 様式第6号(2)と様式第6号(4)は、出向元事業所から賃金補助のある場合（-1）と、出向元事業所から 

賃金支給のある場合（-2）の2種類がある。 

(*2) 出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担関係の４類型に応じて次の様式が必要。 

a 出向元事業主が出向先事業主に対して賃金の一部を補助する 

(a) 出向先事業主が出向労働者に対して賃金を支払う【Ａ型】 

・様式第6号(2)-1 

・様式第6号(3) （④～⑦欄の記入は不要） 

書類の種類 提出時期 記載例 

様式能特第6号(1) 支給申請書（出向） ● p.48 

様式第6号(2) 出向先事業所調書(*1)(*2) ●  

様式第6号(3) 出向に関する確認書(*2) ●  

様式第6号(4) 出向元事業所賃金補填額・負担額調書(*1)(*2) ●  

共通要領様式第1号 支給要件確認申立書 ●  

確認書類(1) 出向の実績に関する書類 ●  
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・様式第6号(4)-1 

(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う【Ｂ型】 

・様式第6号(2)-1 

・様式第6号(2)-2 

・様式第6号(3) （④～⑦欄の記入は不要） 

・様式第6号(4)-1 

・様式第6号(4)-2 

b 出向元事業主が出向労働者に対して賃金を支払う 

(a) 出向元事業主が出向先事業主から賃金の一部の補助を受ける【Ｃ型】 

・様式第6号(2)-2 

・様式第6号(3)  

・様式第6号(4)-2 

(b) 出向元事業主と出向先事業主の両方が出向労働者に対して賃金を支払う（出向元事業主と出向先 

事業主間の賃金の補助はない）【Ｄ型】 

・様式第6号(2)-2 

・様式第6号(3) （④～⑦欄の記入は不要） 

・様式第6号(4)-2 

 

    ◆ 出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担関係の４類型 

   【Ａ型】                 【Ｂ型】 

 

 

 

 

 

 

 

   【Ｃ型】                 【Ｄ型】 

 

 

 

 

 

 

 

ア 確認書類(１)（出向の実績に関する書類） 

① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係及び雇用保険被保険者資

格の確認のための書類 

出向の形態と雇用関係に応じた aと bの書類 

a 出向元事業所に雇用されていた各労働者が出向開始日以降に出向先事業所で実際に勤務し

ていること、出向先での勤務状況、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係が確認できる、

出向元事業所及び出向先事業所の「労働者名簿」「出勤簿」「タイムカード」「出向労働者台

帳」などの書類 

b 雇用保険被保険者資格が確認できる書類 

(ｱ) 雇用保険の被保険者資格が出向先事業所に移る形態の出向の場合 

出向先事業所の「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」 

c=e 

賃金 賃金 

出向先 出向元 

出向労働者 

a 

c=e b 

賃金 賃金 

出向先 出向元 

出向労働者 

補助 

賃金 

c 
e 

d 出向元 出向先 

出向労働者 

補助 

b

a 

賃金 

出向労働者 

出向元 出向先 

補助 
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(ｲ) 雇用保険の被保険者資格が出向元事業所に残る形態の出向の場合 

出向先事業所の「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」などの書類 

② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類 

a 出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担していることが確認できる書類 

(ｱ) 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合（Ｂ型・Ｃ型・Ｄ型） 

出向元事業所の「賃金台帳」などの書類 

(ｲ) 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合（Ａ型・Ｂ型・Ｄ型） 

出向先事業所の「賃金台帳」などの書類 

(ｳ) 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合 

（Ａ型・Ｂ型・Ｃ型） 

「賃金補助額を証明する書類」（その額が証明されるものであれば書類の種類・名称・ 

様式は問わない。出向元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい。ただし月

ごとの額が確認できるもの） 

b 出向中の賃金額が出向前の賃金額に相当することを確認できる書類 

(a) 各出向労働者に係る、出向開始日前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認

できる出向元事業所又は出向先事業所の「就業規則」などの書類 

(b) 各出向労働者に係る、出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる１時間あたりの賃

金額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所定外労働

等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）、出向元事業所又は出向先事業所の「賃

金台帳」などの書類 

(c) 各出向労働者に係る、出向末日以前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確認

できる出向先事業所又は出向先事業所の「就業規則」などの書類 

(d) 各出向労働者に係る、支給対象期末日現在の労働日に通常支払われる１時間あたりの賃

金額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所定外労働

等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）、出向元事業所又は出向先事業所の「賃

金台帳」などの書類 
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７ 不正受給の防止 
 

不正受給とは、偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けた

り、受けようとすることをいいます。労働局においては、不正受給の防止を図るために、次のような

厳しい対応を行っております。 

① 労働局においては、不正受給がないかどうか常に情報収集を図るとともに、適正な支給を推進す

る観点から、実施計画届を提出いただいた事業所に対し立入検査等を行っておりますので、ご協力

をいただきますようお願い申し上げます。（立入検査等は、申請内容に特に疑義がない場合でも広

く実施しています） 

② 不正受給が判明した場合、主に次のような措置がとられます。 

a 不正にかかる助成金（不正発生日を含む「判定基礎期間」以降に受け、または受けようとした

すべての助成金）については不支給または支給の取り消しとなり、既に支払われた分については

全額返還となります。 

b  a にかかる請求金は、不正受給により返還を求めた額、不正受給の日の翌日から納付の日まで

年３％の割合で算定した延滞金及び不正受給により返還を求められた額の20％に相当する額の合

計額です。 

c 支給を取り消した日、不支給とした日から５年間は、雇用保険料を財源とする助成金等（雇用保

険法第４章の雇用安定事業および能力開発事業に係る各種給付金をいう）が支給されません。 

d さらに、詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をすることがあります。 

e 雇用調整助成金（コロナ特例を除く。）においては、不正受給が次のいずれかに該当する場

合、事業主名等を公表しています。また、社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合は、金

額、返還の有無にかかわらず公表対象です。 

 ア 不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額が

100万円以上の場合であって、返還命令後１か月以内に全額納付されないとき 

イ 不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に重大又は悪質であると認め

るとき 

 

提出いただいた確認書類について、休業等の実施状況の確認等のために実施する立入検査や事業所訪問、

従業員の方へのアンケート調査等において使用させていただくことがあります 
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第Ⅲ部 申請のための具体的な記載例 
 

（休業等関係） 

１ 様式第１号(1) 休業等実施計画（変更）届  ·························································  36 

２ 様式能特第１号(2) 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書  ················  38 

３ 様式第１号(3) 休業・教育訓練 計画一覧表 ·······················································  39 

４ 休業協定書 ·············································································································  40 

５ 教育訓練協定書 ······································································································  41 

６ 様式能特第５号(1) 支給申請書（休業等）  ·························································  42 

７ 様式能特第５号(2)の２ 助成額算定書 ··································································  44 

８ 様式第５号(3) 休業・教育訓練 実績一覧表及び 

                 所定外労働等の実施状況に関する申出書  ···········  45 

（出向関係） 

９ 様式第２号(1) 出向実施計画（変更）届 ······························································  46 

10 出向協定書 ·············································································································  47 

11 様式能特第６号(1) 支給申請書（出向） ······························································  48 

 

様式は厚生労働省ＨＰにてダウンロードすることができます。 

様式は最新のものを、裏面も含めて印刷して利用してください。 

 

助成金の支給は、雇用保険の適用事業所単位として行います。 

ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設としてハローワークで承認を受けてい

る施設が以下①～③のいずれかに該当する場合、非該当施設単位で申請することができます。 

①従業員を他の事業所や施設に配転することが実体的に困難な状況にあること 

②人事・経理・経営（又は業務）上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定

の独立性を有すること 

③施設として持続性を有すること 

 

よって、今般の特例においては、助成率の引き上げ等、新潟県、富山県、石川県及び福井県

の区域内の事業所のみ適用される措置があるため、この４県の区域内の事業所の分とそれ以

外の地域の事業所分で明確に区分して（それぞれで申請書類を作成して）管轄

の都道府県労働局またはハローワークに申請することが必要になります。 

 

よくあるご質問（P49）のＱ４にて、同一の事業主下において、新潟県、富山県、石川県及

び福井県の区域内の事業所のほか、それ以外の地域にも事業所が所在する場合に、どのよう

に申請したらよいかについて例示を交えて示していますので参考にしてください。 

 



 

 

【雇用調整助成金休業等実施計画（変更）届記載例（休業の場合）】 

 
 

 

 

 

 

 

 

休業等実施計画の期間を、２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎期

間（３か月分）とした場合は、各判定基礎期間ごとに、それぞれ計画届を作

成し、各支給対象期間ごとに提出してください。 

１．添付書類 

○労働組合等との協定書（→p.40参照） 

① 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

  ※p.26の記載事項が記載されている必要があります。 

  ※令和６年能登半島地震の影響で、労働組合等との協定を締結するこ

とが困難である事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能 

② 労働者代表の確認のための書類（労働者の代表が休業実績等実績一覧

表に署名又は記名することにより代替可能） 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 

(ｲ) 労働組合がない場合 

「労働者代表選任書」などの書類（労働者代表及び労働者により署

名又は記名されたもの。 

○事業所の状況に関する書類 

① 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類 

(ｱ) 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「法人税

確定申告書」などの書類 

(ｲ) 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織

図」などの書類 

② 生産指標の確認のための書類 

最近１か月分及び前年同月分の売上高、生産高又は出荷高を確認でき

る「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」等の書類 

③ 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 

(ｱ) 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時

間等や、賃金締切日等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」

「給与規定」「年間休日カレンダー」「シフト表」「労働契約書」「労働

条件通知書」などの書類 

(ｲ) 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし

労働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、(ｱ)に加えて、その

ことに関する労働組合等との協定書（企画業務型裁量労働制の場合

は労使委員会の決議書）又はその監督署へ届け出た際の届出書の写

し 
 

初回に提出していただいた後は、変更があった場合（休業協定書について

は失効している場合も含む。）に提出していただければ結構です。また初回に

ついては、雇用調整実施事業所の事業活動に関する申出書（→p.38参照）を併

せて提出してください。 

 

（注）添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場合もあ

りますので御了承ください。 

また、提出いただいた添付書類について、休業等の実施状況の確認等の

ために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調査等

において使用させていただくことがあります。 

（※） 変更届の提出は郵送等による提出が可能です（ただし、この方法に

よる場合は、都道府県労働局又はハローワークに届いたことを電話等で

確認してください。）。 

最初の休業予定日の前日まで

に提出（ただし、対象期間につい

て初めて計画届を提出する場合

は２週間前をめどに提出してい

ただくようお願いします）してく

ださい。 

②～④欄の事項に変更を生じ

たときは、速やかに変更内容を届

けてください。 

ただし、③の事項が届け出た予

定日の範囲内で減少する場合や日

数の増加を伴わずに休業実施日の

み変更する場合は変更届の提出を

省略できます。 

常時雇用する労働者の数は届

出日現在、「２か月を超えて使用

される者であり、かつ、週当たり

の所定労働時間が当該企業の通

常の従業員と概ね同等である者」

の数を記入してください。 

（参考） 

２か月を超えて使用される者

とは実態として２か月を超え

て使用されている者のほか、そ

れ以外の者であっても雇用期

間の定めのない者及び２か月

を超える雇用期間の定めのあ

る者を含みます。 

 

週当たりの所定労働時間が当

該企業の通常の従業員と概ね

同等である者とは、現に当該企

業の通常の従業員の週当たり

の労働時間が40時間である場

合は概ね40時間である者をい

います。 

届出事業主の主たる事業を選択

するか○で囲んでください。 

（始期）として指定した日から

１年間が対象期間となります。 

過去２年間に雇用調整助成金

を利用したことがある場合に記

入してください。それ以前の利用

については記入不要です。 

休業を予定する実日数（１時間

以上行われる休業も１日として

計上）を記入してください。 

賃金締切日が毎月一定の期日

で定められている場合、記入して

ください。 

休業を予定している実人数（雇

用保険被保険者）を記入してくだ

さい。 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 
 サービス業 
 卸売業 
 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 
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計画届の提出日が令和６年３月31日までの間にある

場合は、計画届を事前に提出したものみなします。 



 

 

【雇用調整助成金休業等実施計画（変更）届記載例（教育訓練の場合）】 

 

 

 

 

 

  

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 
 サービス業 
 卸売業 
 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

休業等実施計画の期間を、２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎期

間（３か月分）とした場合は、各判定基礎期間ごとに、それぞれ計画届を作

成し、各支給対象期間ごとに提出してください。 

１．添付書類 

確認書類は、休業の場合の添付書類のほか次の書類を添付してください。 

 ○教育訓練の内容に関する書類 

① 通常の教育訓練の確認のための書類 

通常実施している教育訓練の内容を確認できる「就業規則」などの書類 

② 雇用調整としての教育訓練の確認のための書類 

雇用調整の方法として行う教育訓練の内容を確認できる書類。ただし、

２回目以降の届出の場合は、前回の計画届（写）に代えることが可能。 

(ｱ) 事業所内訓練の場合 

a教育訓練の計画内容（対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等）

を確認できる書類 

b 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われ

ることを確認できる書類 

c必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認

できる「職務経歴書」などの書類 

(ｲ) 事業所外訓練の場合 

a 実施主体、対象者、科目、カリキュラム及び期間を確認できる書類 

b 受講料の支払いを証明する書類（受講料が支払われない場合は除く） 

 

また、教育訓練の場合別途様式第１号(3)の提出が必要です。 

 

 

（※） 変更届の提出は郵送等による提出が可能です（ただし、この方法に

よる場合は、都道府県労働局又はハローワークに届いたことを電話等

で確認してください。）。 

最初の教育訓練予定日の前日ま

でに提出（ただし、対象期間につい

て初めて計画届を提出する場合は

２週間前をめどに提出していただ

くようお願いします。）してくださ

い。 

②～④欄の事項に変更を生じた

ときは、速やかに変更内容を届け

出てください。④(4)についてカリ

キュラムや講師の変更があった場

合も同様です。 

計画の範囲内で減少する場合も

含め、変更の都度様式第１号(3)を

提出してください。 

常時雇用する労働者の数は届

出日現在、「２か月を超えて使用

される者であり、かつ、週当たり

の所定労働時間が当該企業の通

常の従業員と概ね同等である者」

の数を記入してください。 

（参考） 

２か月を超えて使用される者

とは実態として２か月を超え

て使用されている者のほか、そ

れ以外の者であっても雇用期

間の定めのない者及び２か月

を超える雇用期間の定めのあ

る者を含みます。 

 

週当たりの所定労働時間が当

該企業の通常の従業員と概ね

同等である者とは、現に当該企

業の通常の従業員の週当たり

の労働時間が40時間である場

合は概ね40時間である者をい

います。 

賃金締切日が毎月一定の期日

で定められている場合、記入し

てください。 

教育訓練を予定する実人数（雇

用保険被保険者）を記入してくだ

さい。 

※ 教育訓練を行う場合は、休業等実施計画届とは別に、様式第1号(3)教育訓練計画一覧表

が必要です。 

届出事業主の主たる事業を選択

するか○で囲んでください。 

（始期）として指定した日から 

１年間が対象期間となります。 

教育訓練が行われる場所を記入

してください。 

教育訓練を予定する実日数を記

入してください。 

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場

合もありますので御了承ください。 

    また、提出いただいた添付書類について、休業等の実施状況の確認

等のために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケー

ト調査等において使用させていただくことがあります。 

過去２年間に雇用調整助成金を

利用したことがある場合に記入し

てください。それ以前の利用につい

ては記入不要です。 
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計画届の提出日が令和６年３月31日までの間にある

場合は、計画届を事前に提出したものみなします。 



 

 

【雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書の記載例】 

  

最初の休業等実施計画（変更）届又は出向実施計画（変更）届を提出するとき（最

初の休業等予定日の２週間前をめどに提出するようお願いします）に併せて提出し

てください。 

 売上高によりがたい場合は生産高等を括弧内に記入して生産実績表、出荷伝票等

の添付書類を併せて提出してください。 

 

 添付書類の例 

  建 設 業……総合推移損益計算書、工事請負契約書等 

  電気工事業……工事請負契約書等 

  製 造 業……総勘定元帳、生産実績表、出荷伝票等 

  運 送 業……出荷伝票等 

  サービス業……損益計算書、総勘定元帳等 

 ※ 例示した書類以外にも提示を求めることがあります。 

 

Ａ、Ｂ欄には、月間売上高又は生産量等を記載してください。 

ただし、売上高以外のときは、当該事業所の事業活動を示す指標（生産量・販売額等）を

括弧内に記載し、それにより算定した数値を記載してください。 

 

Ａ欄には、支給対象期間（支給対象期）の初日が属する月、その前月又は前々月いずれか

の値を記載してください。 

Ｂ欄はＡ欄の記載に係る期間の前年同月のものの値を記載してください。 

(例)雇用調整開始の日・・・令和６年１月１日 

Ａ欄記入値・・・令和６年１月１日～１月31日(支給対象期間の初日が属する月) 

Ｂ欄記入値・・・令和５年１月１日～１月31日(Ａ欄の月の前年同月) 

※あくまで今般の特例は能登地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

されていることが要件ですので、発災前の令和５年11月や令和５年12月に事業活動の縮小

が生じていても震災の影響ではないため、当該特例においては令和５年11月や令和５年12

月の生産指標を使用して前年同月と比べることはできませんのでご留意ください。 

 

 雇用保険適用事業所を設置して１年未満であって、生産指標を１年前の同じ月と比較で

きない場合は、令和６年能登半島地震前のいずれかの１か月と比較することが可能です。 

(例) 令和５年３月１日に雇用保険適用事業所を設置し、令和６年２月１日より雇用調整
を開始する場合 

Ａ欄記入値・・・令和６年１月１日～１月31日(支給対象期間の初日が属する月の前月) 

Ｂ欄記入値・・・令和５年４月１日～４月30日(雇用保険適用事業所を設置して１年未満

であって、生産指標を１年前の同月(１月)と比較できないため、令和６年能登半島地震前

のいずれかの１か月) 

などの比較が可能です。(あくまで一例です。)。 

 

※ Ａ、Ｂ欄に計算の結果端数が生じる場合は、小数点以下を四捨五入してください。 

Ｃ欄は小数点以下が生じる場合、小数点第３位を切り上げて記載してください。 

※ 初回の計画届提出後に決算処理等により生産量等の数値に変更があった場合には、実

施計画の変更届が必要です。 
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【教育訓練計画一覧表記載例】 

 

 

 

       

 

  

判定基礎期間内に対象被保険

者について転出入、被保険者資格

の喪失又は解雇の予告等があっ

たときは、その旨及びその事実の

生じた年月日を①欄に注記する

とともに（記入スペースがない場

合には次の行を使用してくださ

い）、当該対象被保険者について

はその事実の生じた日まで（転入

の場合は、その日の翌日から）の

分についてのみ記入してくださ

い。 

様式第１号(1)教育訓練実施計画（変更）届の内容に変更
がなければ『□変更届』の□にチェックを入れ、この変
更届のみを提出してください。 
変更届の提出は郵送等による提出が可能です。 
（ただし、この場合は、公共職業安定所等に届いたこと
を電話等で確認していただく必要があります。）
 

教育訓練協定書の労働者代表

氏名と同じになります。 

教育訓練の実施予定日数を記載

してください。 

なお、訓練時間が３時間以上所定

労働時間未満の日については0.5

日として計算してください。 

複数枚にわたる場合は、同じ

様式を使用してください。その

場合は、「１枚目／○枚中」とし

た１枚目の様式に事業主及び

協定をした労働者代表の署名

又は記名をすれば、２枚目以降

の様式に署名又は記名をしな

くても差し支えありません（た

だし、その場合は「○枚目／○

枚中」欄は必ず記入してくださ

い。）。 

計画届の提出の際には記載不要

です。 

※ 記入欄が小さい場合はＡ３で作成し提出することも可能です。 
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休 業 協 定 書 (例) 

 

○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、休業の実施に関し下記のとおり協定する。 

 

記 

 

１．休業の実施予定時期等 

休業は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、これらの日を

含め○日間実施する。 

ただしそのうち○日間は短時間休業とする。 

２．休業の時間数  

休業は、始業時刻（9時 00分）から終業時刻（17時 00分）までの間行う。 

ただし短時間休業の場合、この時間帯のうち４時間行う。 

３．休業の対象者 

休業の対象者は全従業員とし、休業実施日においてはそのうち概ね○人をできる限り輪番

によって休業させるものとする。 

ただし短時間休業の場合は全従業員を一斉に休業させる。 

４．休業手当の額の算定基準 

休業中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の○％相当額の休業手当を支給する。 

ただし短時間休業の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の同率相当額の休業

手当を支給する。 

なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。 

(1) １日当たりの賃金額の算定方法 

イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

ロ．日ごとに支払う賃金  その日額 

ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額×１日の所定労働時間数 

(2) １時間当たりの賃金額の算定方法 

イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

                 ÷１日の所定労働時間数 

ロ．日ごとに支払う賃金  その日額÷１日の所定労働時間数 

ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額 

５．雑則 

この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。 

 

令和○年○月○日 

                    ○○工業株式会社 

                      代表取締役 ○○○○   

 

                    ○○株式会社労働組合 

                        執行委員長 ○○○○   

短時間休業を行わな

い場合はこれらの規

定は不要です。 
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教 育 訓 練 協 定 書（例） 

 

○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練の実施に関し下
記のとおり協定する。 
 

記 
 
１．教育訓練の実施予定時期等 
教育訓練は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、 

これらの日を含め○日間実施する。 
ただしそのうち○日間は半日訓練とする。 

２．教育訓練の時間数  
教育訓練は、始業時刻（9時 00分）から終業時刻（17時 00分）までの間行う。 
ただし半日訓練の場合、この時間帯のうち４時間行う。 
なお従業員 1人当たりの教育訓練時間は○時間とする。 

３．教育訓練の対象者 
教育訓練の対象者は○○部門に所属する従業員とし、教育訓練実施日に 

おいてはそのうち概ね○人に受講させるものとする。 
４．教育訓練の実施主体 

   教育訓練は、△△教育サービス株式会社に委託して行う。 
５．教育訓練の内容 

   教育訓練の内容は、○○技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の 
付与とする。（カリキュラムは別紙のとおり） 

６．教育訓練の実施施設 
   教育訓練は、△△教育サービス株式会社○○研修所（○○県○○市○○町○-○-○）内で
実施する。 
７．教育訓練の指導員（講師） 

     教育訓練の講師は、△△教育サービス株式会社所属の主任指導員○○○○その他別紙に掲げ
る指導員が担当する。 
８．教育訓練中の賃金額の算定基準 
教育訓練中は、1日当たり、次の(1)によって算定した額の 100％相当額の賃金を支給     

する。 
ただし半日訓練の場合、1時間当たり、次の(2)によって算定した額の 100％相当額の賃金を

支給する。 
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。 

(1) １日当たりの賃金額の算定方法 
イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 
ロ．日ごとに支払う賃金  その日額 
ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額×１日の所定労働時間数 

(2) １時間当たりの賃金額の算定方法 
イ．月ごとに支払う賃金  その月額÷１月の所定労働日数 

                  ÷１日の所定労働時間数 
ロ．日ごとに支払う賃金  その日額÷１日の所定労働時間数 
ハ．時間ごとに支払う賃金 その時間額 

９．雑則 
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。 

 
 
令和○年○月○日 

 
                      ○○株式会社 
                         代表取締役 ○○○○   
 
                      ○○株式会社労働組合 

                           執行委員長 ○○○○    

事業主が教

育訓練の実

施の管理を

行う場合、

外部講師を

招いて行う

場合を含め

て「事業所

内訓練」、外

部機関に委

託して行う

場合は「事

業所外訓

練」として

取り扱われ

ます。 

実施施設を特定

できるように記

載します。特

に、実施施設が

事業所の外にあ

る場合、その名

称と住所を記載

します。 

教育訓練中の賃

金額を通常の賃

金の100％未満

とする場合は、

労働契約又は就

業規則において

支給割合等の規

定が必要です。 

３時間以上～

所定労働時間

未満の訓練を

「半日訓練」

といいます。 
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【雇用調整助成金（休業等）支給申請書記載例（休業の場合）】 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

※ 連続判定基礎期間（２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎期間

（３か月分））とした場合は、各判定基礎期間ごとに、それぞれ申請書を

作成してください。（ただし、２か月目又は３か月目の判定基礎期間につ

いては、この様式の別葉に、①、②の(6)欄、③欄、④欄及び判定基礎期

間のみの記入）。 

１．同時に提出しなければならない支給申請書様式（休業の場合） 

(1) 様式能特第５号(2)の２ 

(2) 様式第５号(3) 

(3) 共通要領様式第１号 

２．添付書類 

○労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類 

(1) 労働日・休日及び休業・教育訓練の実績の確認のための書類 

a 各対象労働者の労働日・休日及び休業・教育訓練の実績が、明

確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タ

イムカード」などの書類 

b シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、a

に加えて、各労働者ごとの具体的な労働日・休日や労働時間を

当該労働者に対して示した「勤務カレンダー」「シフト表」など

の書類 

(2) 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類 

休業期間中の休業手当、教育訓練時に支払われた賃金、休業・教

育訓練が行われていなかった時の所定外労働等の時間数とその時間

に対応した賃金（時間外等割増賃金を含む）の実績が確認できる、

「賃金台帳」などの書類（判定基礎期間を含め前４か月分（賃金や

手当の支払い方法が協定に定める方法と相違ないと確認できる場合

は１か月分）） 

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場

合もありますので御了承ください。 

また、提出いただいた添付書類について、休業等の実施状況の確認等

のために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調

査等において使用させていただくことがあります。 

 
裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。 

対象労働者の所定労働日数

の合計を記入してください。 

支給を受けようとする助成

金額(4)と(5)の合計の金額を

記入してください。 

判定基礎期間ごと(※)に作成

し、支給対象期間の末日の翌日

から起算して２か月以内に提出

してください。 

賃金締切日が毎月一定の期

日で定められている場合、記入

してください。 

残業相殺した後の休業延日数

と教育訓練延日数の合計の日数

を記入してください。 

※新潟県、富山県、石川県及び福

井県の区域内の事業所における

休業等については残業相殺が不

要です。 

 休業規模が1/15×100（中小企業

の場合は1/20×100）以上であれば

助成対象となります。 

※新潟県、富山県、石川県及び福

井県の区域内の事業所については

1/30×100（中小企業の場合は1/40

×100）以上であれば助成対象とな

ります。 

店舗名及び支店名を必ず記入

してください。 対象労働者とは、休業等又

は出向を実施する事業所の雇

用保険の被保険者であって、

解雇を予告された被保険者、

退職を申し出た被保険者、事

業主による退職勧奨に応じた

被保険者及び日雇労働被保険

者等を除きます。 

残業相殺する前の休業延日数

と教育訓練延日数の合計の日数

を記入してください。 
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【雇用調整助成金（休業等）支給申請書記載例（教育訓練の場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

裏面がありますので、必ず支給申請書の裏面を読んだ上で申請してください。 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

※ 連続判定基礎期間（２判定基礎期間（２か月分）又は３判定基礎期間

（３か月分））とした場合であっても、各判定基礎期間ごとに、それぞれ

申請書を作成してください。（ただし、２か月目又は３か月目の判定基礎

期間については、この様式の別葉に、①、②の(6)欄、③欄、④欄及び判

定基礎期間のみの記入）。 

１．同時に提出しなければならない支給申請書様式（教育訓練の場合） 

(1) 様式能特第５号(2)の２ 

(2) 様式第５号(3) 

(3) 様式第13号※教育訓練を事業主以外のものが実施する場合。 

(4) 共通要領様式第１号 

２．添付書類 

○労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類 

 ○教育訓練の受講実績に関する書類 

① 各受講者の受講を証明する書類 

受講者本人が回答した「受講者アンケート」や、受講者本人が作成した「受

講者レポート」などの書類（「出勤簿」はこれに該当しない） 

 

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場合も

ありますので御了承ください。 

    また、提出いただいた添付書類について、休業等の実施状況の確認等の

ために実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調査等

において使用させていただくことがあります。 

 

 

4
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判定基礎期間ごと（※）に作成

し、支給対象期間の末日の翌日

から起算して２か月以内に提出

してください。 

賃金締切日が毎月一定

の期日で定められている

場合、記入してください。

対象労働者の所定労働日数

の合計を記入してください。 

支給を受けようとする助成

金額(4)と(5)の合計の金額を

記入してください 

店舗名及び支店名を必

ず記入してください。 

対象労働者とは、休業等又は出

向を実施する事業所の雇用保険の

被保険者であって、解雇を予告さ

れた被保険者、退職を申し出た被

保険者、事業主による退職勧奨に

応じた被保険者及び日雇労働被保

険者等を除きます。 

 

残業相殺した後の休業延日数

と教育訓練延日数の合計の日数

を記入してください。 

※新潟県、富山県、石川県及び福

井県の区域内の事業所における

休業等については残業相殺が不

要です。 

 休業規模が1/15×100（中小企

業の場合は1/20×100）以上であ

れば助成対象となります。 

※新潟県、富山県、石川県及び福

井県の区域内の事業所について

は1/30×100（中小企業の場合は

1/40×100）以上であれば助成対

象となります。 

残業相殺する前の休業延日数

と教育訓練延日数の合計の日数

を記入してください。 



 

 

 

【雇用調整助成金助成額算定書記載例】 
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判定基礎期間中に実施した休業等

に対して支払った休業手当等の額

を、様式第５号（３）から転記し、

休業と教育訓練に分けて記載して

ください。 

雇用調整助成金を申請した大企業

事業主の方は１/２、中小企業事業主

の方は２/３を選択してください。 

※新潟県、富山県、石川県及び福井

県の区域内の事業所については、 

大企業事業主の方は２/３、中小企業

事業主の方は４/５を選択してくだ

さい。 

 

令和５年８月１日時点で日額上

限となる基本手当日額の最高額は

8,490円です。 

※ 基本手当日額の最高額は今後

変更になる場合があります。 

月間延日数を記入してください

（様式第５号（３）の各合計欄と一

致します。 

上段には、(４)欄の①から残業相殺分の⑤を差し引きし

た日数を記入（(４)欄の①の日数が足りなかった場合は、

②、③の順で差し引きください。）し、下段には小計を記入

してください。※新潟県、富山県、石川県及び福井県の区

域内の事業所は残業相殺を行わないので（４）の日数をそ

のまま転記してください。。 

残業相殺分については様式第５号(3)の⑲欄の数値を記入

してください。※新潟県、富山県、石川県及び福井県の区

域内の事業所は残業相殺を行わないので不要です。 

 

はい又はいいえを選択してくださ

い。 



 

 

【休業等実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書【記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判定基礎期間内の所定外労働の総時間数

を記入ください。 

労働者ごとに所定外労働の総時間数の30分

未満をそれぞれ切り捨てて、記入してくださ

い。 

例： 27時間25分→27.0 

 43時間45分→43.5 

※新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域

内の事業所については記載不要です。 

この差引数を雇用調整助成金助成額算

定書（様式第５号(2)）の(8)又は様式第５

号(2)の２の（４）の残業相殺分欄に記入し

てください。 

判定基礎期間において、休業と教育訓練を並行して実施した場合は、休業に係る部分と教育訓練

に係る部分をそれぞれ同一の用紙に記入して提出してください。 

判定基礎期間内に対象被保

険者について転出入、被保険

者資格の喪失又は解雇の予告

等があったときは、その旨及

びその事実の生じた年月日を

①欄に注記するとともに（記

入スペースがない場合には次

の行を使用してください）、当

該対象被保険者についてはそ

の事実の生じた日まで（転入

の場合は、その日の翌日から）

の分についてのみ記入してく

ださい。 

休業協定書の労働者代表氏名

と同じになります。 

複数枚にわたる場合は、同じ様式を使用してください。その場合は、「１

枚目／○枚中」とした１枚目の様式に事業主及び協定をした労働者代表の

署名又は記名をすれば、２枚目以降の様式に署名又は記名をしなくても差

し支えありません（ただし、その場合は「○枚目／○枚中」欄は必ず記入

してください。）。 ※ 記入欄が小さい場合はＡ３での提出も可能です。 

労働者代表等の適格性を確認し、 

チェックボックスにチェックを 

つけてください 

休業等の対象となった労働者の所定労働日数を記載してく

ださい。 

● 休業の場合 

全日休業欄には、１日休業を実施した日

数を記入してください。 

 

短時間休業は、個人ごと及び日ごとに１

時間以上の休業である必要があります。 

また、個人ごと及び日ごとに30分未満は

切り捨てとなります。例）2時間40分→2.5

時間 

短時間休業欄には、短時間休業を実施し

た上記の時間の合計を記入してください。 

 

● 教育訓練の場合 

事業所内訓練を半日（1日3時間以上所定

労働時間未満）実施した場合、事業所外訓

練を半日実施した場合については0.5日と

して計算してください。 

⑩欄～⑯欄の上段には、同じページの③

欄～⑨欄の数字の小計を記入し、下段は最

終ページにおいて、全ページの上段の数字

の合計（小数点以下切り上げ）を記入して

ください。 

④⑤の休業や、⑥の教育訓練の実施に対して

実際に労働者毎に支払った休業手当等の額

を記入してください。 
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【雇用調整助成金出向実施計画（変更）届記載例】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.添付書類 

○労働組合等との協定書（→p.47参照） 

① 雇用調整の実施について労働組合等との間で締結した協定書 

   ※p.28の記載事項が記載されている必要があります。 

※令和６年能登半島地震の影響で、労働組合等との協定を締結することが

困難である事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能 

② 労働者代表の確認のための書類 

(ｱ) 労働組合がある場合 

組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類 

(ｲ) 労働組合がない場合 

「労働者代表選任書」などの書類（労働者代表及び労働者により署名又

は記名されたもの。 

○事業所の状況に関する書類 

① 事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類 

(ｱ) 事業内容と資本金を確認できる「会社案内パンフレット」「法人税確定

申告書」などの書類 

(ｲ) 常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」「会社組織図」

などの書類 

② 生産指標の確認のための書類 

最近１か月分及び前年同月分の売上高、生産高又は出荷高を確認できる

「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類 

③ 所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 

(ｱ) 事業所ごとに定められている、所定労働日・所定休日・所定労働時間等

や、賃金締切日等の賃金制度の規定を確認できる「就業規則」「給与規

定」「年間休日カレンダー」「シフト表」「労働契約書」「労働条件通知書」

などの書類 

(ｲ) 休業等を実施する事業所であって、変形労働時間制、事業場みなし労

働時間制又は裁量労働制をとっている場合は、(ｱ)に加えて、そのこと

に関する労働組合等との協定書（企画業務型裁量労働制の場合は労使委

員会の決議書）又はその監督署へ届け出た際の届出書の写し 

 ○出向契約に関する書類 

① 出向の実施について出向先事業主との間で締結した出向契約書 

「出向契約書」（p.28に示す事項が盛り込まれていること） 

② 出向労働者が出向に同意していることの確認のための書類 

各出向労働者本人が出向することについて同意している旨を確認できる、

様式任意の本人署名の「同意書」 

③ 出向先事業所の確認のための書類 

出向先事業主の概況や、出向元事業主のとの間で資本的・経済的・組織的に

独立していることが確認できる、出向先事業主の「会社案内パンフレット」

「定款」「株主名簿」などの書類 

（注） 添付書類については、右

に示したもの以外の書類を

提出して頂く場合もありま

すので御了承ください。 

    また、提出いただいた添

付書類について、休業等の

実施状況の確認等のために

実施する立入検査や事業所

訪問、従業員の方へのアン

ケート調査等において使用

させていただくことがあり

ます。 

 常時雇用する労働者の数は届

出日現在、「２か月を超えて使用

される者であり、かつ、週当たり

の所定労働時間が当該企業の通

常の従業員と概ね同等である者」

の数を記入してください。 

（参考） 

２か月を超えて使用される者

とは実態として２か月を超え

て使用されている者のほか、

それ以外の者であっても雇用

期間の定めのない者及び２か

月を超える雇用期間の定めの

ある者を含みます。 

 

週当たりの所定労働時間が当

該企業の通常の従業員と概ね

同等である者とは、現に当該

企業の通常の従業員の週当た

りの労働時間が40時間である

場合は概ね40時間である者を

いいます。 

 出向先事業所に対しての資本

金が50％以内の場合には無を○

で囲んでください。 

１ 他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合、本助成金以外の助成金等の支給対象となる労働者

を現在雇い入れているか否か、また、今後雇い入れる予定がある場合にはその時期を記入してください。 

２ １に該当しない場合であっても、他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合は、その旨を記入

してください。また、今後雇い入れる予定がある場合には、その時期を記入してください。 

出向事業所ごとに最初に出向開

始日の２週間前をめどに提出して

いただくようお願いします。 

②、③欄の事項に変更を生じたと

きは、速やかに変更内容を届け出て

ください。 

ただし、事務担当者職・氏名、出

向予定労働者、予定期間の範囲内で

減少する変更の場合は変更届の提

出を省略できます。 

届出事業主の主たる事業を○で

囲んでください。 

（始期）として指定した日から１

年間が対象期間となります。 

出向予定労働者（解雇を予定され

た被保険者及び日雇労働被保険者

等を除く。）の出向予定期間を記入

してください。 

 出向先事業所の設置年月日
を記入してください。 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 
 サービス業 
 卸売業 
 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

過去２年間に雇用調整助成金を

利用したことがある場合に記入し

てください。それ以前の利用につい

ては記入不要です。 
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計画届の提出日が令和６年３月31日までの間にある

場合は、計画届を事前に提出したものみなします。 



 

 

出 向 協 定 書（例） 

 

○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う出向の実施に関し下記のとお

り協定する。 

 

 

 

記 

 

１．出向先 

 (1) 事業所の名称 △△株式会社 

 (2) 所在地    ○○県○○市○－○－○ 

 (3) 事業の種類  自動車製造業 

 (4) 事業主の氏名 代表取締役 ○○○○ 

２．出向実施予定時期・期間 

 ○年○月○日から○年○月○日までの期間中で出向労働者ごとに定める６ヶ月間 

３．出向期間中及び出向終了後の処遇 

 (1) 出向の形態と雇用関係 

   出向期間中は総務部所属とし休職扱いとする。 

 (2) 出向期間中の賃金 

   出向労働者の賃金及び一時金は出向先の定めるところによる。ただし、出向先における支給額

が、出向先における勤務に基づき当社規定により計算した支給額に達しないときは、その差額を

当社が補助し、出向先から支給する。 

 (3) 出向期間中のその他の労働条件 

   出向労働者の就業時間、休日、休暇等の労働条件は、出向先の規定によるものとする。 

 (4) 出向期間中の雇用保険の適用 

   出向労働者の雇用保険は、出向先において適用するものとする。 

 (5) 出向終了後の処遇 

   出向労働者は出向終了日の翌日に当社に復帰する。その際の職務内容及び賃金は、出向する直

前のものと同一とする。 

なお、出向期間は、昇級及び退職金等の算定基礎となる勤続年数に算入する。 

４．出向労働者の範囲及びその人数 

(1) 範囲 出向労働者は、○○製造部門の従業員のうち、事業主が選定し本人が了解した者とす

る。 

(2) 人数 ○人 

５．雑則 

  この協定の有効期間は令和○年○月○日から令和○年○月○日までの間とする。 

 

令和○年○月○日 

                     ○○株式会社 

                          代表取締役 ○○○○   

 

                     ○○株式会社労働組合 

                          執行委員長 ○○○○   

 

 

・出向の実施を予定している時期（始期・終期）と 

期間（年月数）を記載して下さい。 

・出向労働者が複数おり時期・期間のパターンが複

数ある場合や、協定の締結段階で具体的な出向労

働者が未確定であるなどの理由で時期・期間を確

定できない場合は、時期・期間の最大幅及びその

範囲内での各出向労働者の予定期間（１年以内に

限る）を記載することも可能です。 

47 



 

 

【雇用調整助成金（出向）支給申請書記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号(4)－1又は(4)－2の

⑬欄の合計を記入してください。 

様式第６号(4)－1又は(4)－2
の②欄の合計を記入してくださ
い。なお、この人数は、様式第６
号(2)－1又は(2)－2の⑤欄の合
計と同じになります。 

 

１ 他の事業主に係る被保険者を雇い入れている場合、本助成金以外の助成金

等の支給対象となる労働者を現在雇い入れているか否か、また、今後雇い入

れる予定がある場合にはその時期を記入してください。 

２ １に該当しない場合であっても、他の事業主に係る被保険者を雇い入れて

いる場合は、その旨を記入してください。また、今後雇い入れる予定がある

場合には、その時期を記入してください。 

店舗名及び支店名を必ず

記入してください。 

（※）中小企業事業主とは、 

 小売業（飲食店を含む） 

 サービス業 

 卸売業 

 その他の業種 

 資本金 5,000万円以下又は従業員  50人以下 

 資本金 5,000万円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   １億円以下又は従業員 100人以下 

 資本金   ３億円以下又は従業員 300人以下 

 をいい、大企業事業主とは中小企業事業主に該当しないものをいいます。 

裏面がありますので、必ず支給申

請書の裏面を読んだ上で申請して

ください。 

（注） 添付書類については、上に示したもの以外の書類を提出して頂く場合もあ

りますので御了承ください。 

    また、提出いただいた添付書類について、休業等の実施状況の確認等のた

めに実施する立入検査や事業所訪問、従業員の方へのアンケート調査等にお

いて使用させていただくことがあります。 

支給対象期の経過後２か月以

内に提出してください。 

雇用調整助成金を申請した大

企業事業主の方は１/２、中小企

業事業主の方は２/３ 

※新潟県、富山県、石川県及び

福井県の区域内の事業所につい

ては、大企業事業主の方は２/３、

中小企業事業主の方は４/５ 

 

１．同時に提出しなければならない支給申請書様式 
(1)様式第６号（以下のイ～二のうち該当するもの） 
イ 出向元事業所の事業主が出向先事業所の事業主に賃金補助をする場合 
 （（ａ）の額の場合） 

              （ａ） 
              賃金の一部について補助 
   出向元事業所の事業主               出向先事業所の事業主  
 
  (ｲ)様式第６号 (2)－１               賃金の支払い 
  (ﾛ)様式第６号 (3)       出向労働者  
  (ﾊ)様式第６号 (4)－１ 
 
ロ 出向先事業所の事業主から賃金補助を受けて、労働者に賃金を支払う場合 
 （（ｂ）－（ｃ）の額の場合） 

              （ｃ） 
              賃金の一部について補助 
   出向元事業所の事業主               出向先事業所の事業主  
 
  （ｂ）賃金の支払い                 
  (ｲ)様式第６号 (2)－２     出向労働者 
  (ﾛ)様式第６号 (3)    
  (ﾊ)様式第６号 (4)－２ 
 
ハ 出向先事業所の事業主とそれぞれ賃金を支払う場合（（ｄ）の額の場合） 

 
   出向元事業所の事業主               出向先事業所の事業主  
 
  （ｄ）賃金の支払い                 賃金の支払い 
  (ｲ)様式第６号 (2)－２     出向労働者 
  (ﾛ)様式第６号 (3)    
  (ﾊ)様式第６号 (4)－２ 
 
ニ 出向先事業所の事業主に賃金補助をし、かつ労働者に賃金を支払う場合 
（（ａ）＋（ｄ）の額の場合）

              （ａ） 
              賃金の一部について補助 
   出向元事業所の事業主               出向先事業所の事業主  
 
  （ｄ）賃金の支払い                 賃金の支払い 
  (ｲ)様式第６号 (2)－１     出向労働者 
  (ﾛ)様式第６号 (2)－２ 
  (ﾊ)様式第６号 (3) 
  (ﾆ)様式第６号 (4)－１ 
  (ﾎ)様式第６号 (4)－２ 
 
 (2) 共通要領様式第１号 
 
２．添付書類 
○出向の実績に関する書類（→p.32参照） 
① 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係 
及び雇用保険被保険者資格の確認のための書類 
② 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類 

 

4
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※欄は記入しないでください。 



 

 

 

 よくあるお問い合わせ 
 

Ｑ１．令和６年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例に係る情報はどこで入手可能でし
ょうか？ 

Ａ．厚生労働省ホームページの雇用調整助成金のページに各資料を掲載しております。 

特例の内容に更新を行う場合も当該ページでお知らせいたします。 

 

Ｑ２．地震の影響により既に休業していますが、雇用調整助成金のことを知りませんでした。
今から届出を提出して間に合いますか？ 

Ａ．通常は、休業との実施前に計画届を提出していただく必要がありますが、地震の影響に伴う「経済上の

理由」に事業活動の縮小を余儀なくされている事業主については、計画届の提出日が令和６年３月31日まで

の間である場合は、事前に届出があったものとみなしますので、令和６年１月１日以降に開始した休業など

に遡って助成金の対象になります。 

 

Ｑ３．地震等の影響により建物に直接的な被害があった場合は対象になりますか？ 

Ａ．直接的な損壊があったとしても、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能

であることによる事業活動の阻害などの「経済上の理由」による場合は、支給対象となり得ます。 

 

Ｑ４．同一の事業主下において、新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内の事業所のほ
か、それ以外の地域にも事業所が所在する場合に、どのように申請したらよいでしょうか？ 

Ａ．通常、助成金の支給は雇用保険の適用事業所を単位として行いますが、雇用保険の適用において雇用保

険非該当施設としてハローワークで承認を受けている施設を単位として申請することも可能です。つまり、

特例においては助成率の引き上げ等、新潟県、富山県、石川県及び福井県の区域内の事業所のみ適用される

措置があるため、この４県の区域内の事業所の分とそれ以外の地域の事業所分で明確に区分して（それぞれ

で申請書類を作成して）管轄の都道府県労働局またはハローワークに申請することが必要になります。 

※例 

・東京都本社（雇用保険適用事業所）、石川県支店（非該当承認施設）のそれぞれで休業を実施 

⇒石川県支店分のみ助成率の引き上げ、支給日数の延長、休業規模要件の緩和、残業相殺の撤廃の特例措置

対象になるため、東京都本社における休業に係る分と石川県支店における休業に係る分についてそれぞれ申

請書類が必要です。提出先は、雇用調整助成金の東京都本社における休業に係る分と石川県支店における休

業に係る分のそれぞれの申請書類について、雇用保険適用事業所の管轄局である東京労働局へ同時に提出す

るようにしてください。 

※非該当施設の承認の手続きをまだしていない場合、非該当施設の承認手続きはその非該当施設の所在地を

管轄するのハローワークにて行うことができます。 

 

・石川県本社（雇用保険適用事業所）、東京都支店（非該当承認施設）のそれぞれで休業を実施 

⇒石川県本社分のみ助成率の引き上げ、支給日数の延長、休業規模要件の緩和、残業相殺の撤廃の特例措置

対象になるため、石川県本社における休業に係る分と東京都支店における休業に係る分についてそれぞれ申

請書類が必要です。提出先は、雇用調整助成金の石川県本社における休業に係る分と東京都支店における休

業に係る分のそれぞれの申請書類について、雇用保険適用事業所の管轄局である石川労働局へ同時に提出す

るようにしてください。 

※非該当施設の承認の手続きをまだしていない場合、非該当施設の承認手続きはその非該当施設の所在地を

管轄するのハローワークにて行うことができます。 

 

Ｑ５．休業日に自主的な出社をしている従業員がいますが、この日も助成対象になります
か？ 

Ａ．休業日に自主的な出社（瓦礫の撤去等含む）をした従業員の休業については、実態として休業している

ものと認めることは困難であることから、助成対象となりません。その分を除いて支給申請をしてくださ

い。 
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雇用調整助成金についての 

立入検査への協力のお願いについて 

 
雇用調整助成金については、多くの事業主の皆様にご利用いただいているところで
す。 
雇用調整助成金については、適正な支給を推進する観点から、休業等の実施計画届
（変更届）を提出いただいた事業所に対し、立入検査を実施しております。 
対象となった事業主の皆様は、ご多忙のところおそれいりますが、立入検査にご協
力をいただきますよう、お願い申し上げます。 
 
○ 事前連絡なしに職員が突然訪問することがあります。 
○ 立入検査に当たっては、出勤簿、賃金台帳等、支給要件の確認に必要な書類等を
状況に応じて確認させていただきます。 

○ 事業主の方のみならず、従業員の方にもヒアリングをさせていただく場合があり
ます。 

○ 従業員の方に、教育訓練等の実施状況について、電話でヒアリングをさせていた
だいたり、郵送等でアンケート調査をさせていただく場合があります。 

○ この際、添付資料として提出いただいている労働者名簿等を使用させていただく
ことがありますので、従業員の方にあらかじめその旨をご説明いただき、ご理解
いただいた上での申請をお願いします。 

 

職員が、雇用保険法第79条による立入検査で訪問する際は、「立
入検査証」を所持しておりますので、必ず確認してください。 
また、この立入検査を拒むなど、協力していただけない場合には
雇用保険法に基づく罰則が科せられることがあります。 

 
また、休業等の実施状況の確認や、適正な支給申請の支援の観点等から、上記の立
入検査以外に事前連絡なく事業所訪問を行うことがあります。その際にも、任意で出
勤簿、賃金台帳等支給要件の確認に必要な書類等の提出等をお願いすることがありま
すので、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 
また、こうした事業所訪問の後に、必要に応じて改めて立ち入り検査を行うことも
ありますので、ご了承ください。 

 

 
雇用調整助成金ご利用にあたって 

教育訓練のトラブルにご注意 

 
「雇用調整助成金の利用を他社から勧められた」ことに端を発したトラブルがあり
ます。 
－雇用調整助成金の助成対象とならない教育訓練を勧められ、実施していた 
－外部講師や教育訓練についての契約条件に合点がいかなかった 

 
雇用調整助成金をご利用いただく際には、制度をご自身が十分理解の上、どのよう
に利用するかを自ら決めることが大切です。 
雇用調整助成金制度についてご不明な点がある場合、お近くのハローワークもしく
は労働局の助成金窓口にご相談ください。 
 

 

54 



 

 

 

55 


